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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （１）相談窓口 

項目名 相談窓口の設置 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【相談窓口の設置】（令和２年１月～令和６年３月） 

・ 令和２年１月、市民向けの相談窓口を設置。令和２年３月、「千葉市帰国者接触者相談セ

ンター」の設置に伴い、両者を兼ねる形となる。なお、当初はこの相談窓口を経由しなけ

れば帰国者・接触者外来の受診、ＰＣＲ検査が受けられない体制となっていた。  

・ 令和２年１１月、国通知に伴い「千葉市新型コロナウイルス感染症相談センター」へ名称変

更となる。当窓口は、令和６年３月末まで設置した。 

・ 主な対応内容としては、市民からの相談対応や発熱外来の案内等であり、委託看護師最

大１５名で対応した。なお、濃厚接触者、医療機関からの問い合わせや対応困難例につい

ては、新型コロナウイルス対策室で対応した。 

・ 夜間帯（１９時～翌９時）については、委託看護師２名を常駐させ、夜間相談窓口を設置し

た。 

実績 

 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５※ 計 

相談件数（日中） ６０，３６１ ８８，９６０ １２５，４７７ １，６２２ ２７６，４２０ 

相談件数（夜間） ３，８５６ ５，１６８ ５，９２５ １２９ １５，０７８ 

相談件数（計） ６４，２１７ ９４，１２８ １３１，４０２ １，７５１ ２９１，４９８ 

※Ｒ５年度は、５類移行前の５月７日までの相談件数 

成果と課題 

・ 相談窓口は、設置当初、保健所内の職員が交代で対応していたが、令和２年４月１日から

外部事業者へ委託した。これにより、所内職員の通常業務を妨げず、回線数を維持する

ことができた。また、令和２年７月１日から委託先の対応者を看護師の有資格者とするこ

とで、相談対応の質を確保した。 

・ コロナ対策室市民対応班職員が担当となり、厚生労働省等からの通知をもとに、対応マ

ニュアルを作成・更新し委託看護師と共有することで、最新情報をもとに相談対応でき

る体制を構築した。 

・ 第５波において、相談件数が急増し、電話がつながらないという声が多数よせられた。

特に自宅療養者の体調急変時の対応も困難であったことから、令和３年９月、自宅療養

者専用窓口として「千葉市自宅療養者健康観察センター」を設置し、対応窓口を増加し

た。これにより第６波以降の患者数増加に対応することが可能となった。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （２）検査体制 

項目名 検査体制の確保 

担当課 医療政策課 

取組内容 

【接待を伴う飲食店の従業員へのＰＣＲ検査】（令和２年９月～令和４年３月） 

・ 令和２年９月、全国的に接待を伴う飲食店のクラスター感染事例が続いていたため、接

待を伴う飲食店の従業員を対象に無料でＰＣＲ検査をする事業を開始した。令和２年度

は、中央区の繁華街にある店舗を対象に臨時の検査所を設けて実施。令和３年度は、対

象を千葉市全域に拡大。店舗が検体をとりまとめて郵送で検査事業者へ提出し、後日検

査結果を店舗や従業員へ通知する方法で実施した。 

【千葉県抗原検査キット配付事業】（令和４年２月～令和５年２月）※休止期間あり 

・ 令和４年２月、発熱外来の予約が取りにくくなっている現状を踏まえ、千葉県、船橋市、

柏市と連携して、重症化リスクの低い方を対象に、抗原検査キットを配付する事業を開

始した。検査結果が陽性だった方は、千葉県陽性者登録センターに登録することで、保

健所の支援につなげることができた。 

【無料ＰＣＲ検査事業】（令和４年８月５日～同年８月３１日） 

・ 令和４年８月、発熱外来の予約が取りにくくなっている現状を踏まえ、新型コロナウイル

ス感染症が疑われる症状のある方を対象とした無料ＰＣＲ検査事業を開始した。専用サ

イトから申請した市民へ事業者から検査キットを送付し、検体を返送してもらう方法で実

施。後日、申込者へメールで結果を通知するとともに、検査結果が陽性の場合には、事

業者から保健所へ発生届の提出がされ、保健所から申込者へ療養に関する情報や支援

内容を送った。 

【高齢者向けＰＣＲ検査事業】（令和４年１２月～令和５年２月） 

・ 令和４年１２月、６５歳以上の方で、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状があるが、

医療機関のひっ迫などで受診できる医療機関がない方を対象に、無料ＰＣＲ検査事業を

開始した。８月の無料ＰＣＲ検査事業と同様の実施方法に加え、コールセンターによる受

付等の対応も追加した。 

【抗原検査キット購入費用助成】（令和４年１１月～令和５年１月） 

・ 令和４年１１月、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行により医

療機関のひっ迫が懸念されたことから、新型コロナウイルス抗原検査キットをあらかじ

め家庭に備蓄していただくことを目的に、市民が検査キットを購入する費用を一部助成

する事業を開始した。市内薬局は助成額（７００円）を差し引いた金額で検査キットを販

売した。協力薬局への販売助成額・販売手数料の支払いは、千葉市薬剤師会に委託し

た。 
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実績 

 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 計 

接待を伴う飲食店 

ＰＣＲ検査件数 ２，１１８ １，３３７ － ３，４５５ 

県抗原検査キット 

配付個数（千葉市） － １１，７８５ １９３，１８６ ２０４，９７１ 

無料ＰＣＲ 

申込件数 － － ７，６４７ ７，６４７ 

高齢者向けＰＣＲ 

申込件数 － － ５７７ ５７７ 

検査キット助成 

協力薬局数（最大） 

販売個数 － － 

１７８ 

７３，８１４ 

１７８ 

７３，８１４ 
 

成果と課題 

・ 接待を伴う飲食店の従業員へのＰＣＲ検査を開始以降、接待を伴う飲食店でのクラスタ

ー発生事例が減少したことから、感染拡大防止に一定の効果があったものと考えられ

る。当該事業は、県の検査無料化事業が開始されたことなどの理由から、令和３年度末

に事業を終了した。 

・ 県抗原検査キット配付事業は、全期間を通じて平均７５４個／日（千葉市分）の検査キッ

トを配付しており、発熱外来のひっ迫緩和に大きく貢献したと考える。当該事業は、感染

状況等を踏まえ、令和５年２月末をもって事業を終了した。 

・ 無料ＰＣＲ検査事業は、発熱外来のひっ迫を緩和するとともに、検体の返送後、結果連絡

から発生届の提出、健康観察までワンストップで行われるため、市民の負担軽減にもつ

ながったと考える。一方で、令和４年８月の無料ＰＣＲ検査は、普通郵便で検査キットを

配送していたため、土日祝の配送ができず、到着に時間がかかってしまうことが課題だ

った。 

・ 高齢者向けＰＣＲ検査は、宅配便で配送したことにより、申し込みから翌日もしくは翌々

日には検査キットが届いていた。また、高齢者向けＰＣＲ検査は、インターネットでの申込

み手続きが難しい方向けに、コールセンターによる電話受付も行った。 

・ 抗原検査キット購入費用助成については、陽性者の内、抗原検査キットを用いて陽性登

録した方の割合が、助成制度開始前の平均１６％から、助成制度期間中の平均２４％と

上昇しており、一定数の方が抗原検査キットを活用し、自宅で療養されていたと考えら

れる。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （２）検査体制 

項目名 保健所診療所の開設・運営 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室）、医療政策課 

取組内容 

【ＰＣＲ検査の実施】 

ドライブスルー形式（令和２年４月～令和３年１月） 

・令和２年４月、青葉看護専門学校で、医師が鼻咽頭検体を採取するＰＣＲ検査を開始。そ

の後、美浜公園緑地事務所など会場を曜日ごとに変える移動会場として実施した。 

・令和２年７月、検体としてだ液が使用可能になった以降は、保健所駐車場を会場に固定

し実施。 

検査場形式（令和３年１月～令和５年１月） 

・令和３年１月、プレハブ診療所の開設を契機とし、患者自身が採取した検体をプレハブ診

療所で回収する検査場形式に移行した。 

【プレハブ診療所の開設・運営】（令和２年１２月～令和５年５月） 

・ 令和２年１２月、保健所の敷地内にプレハブ診療所を開設。専従の非常勤看護師を配置

し、平日は患者自身が採取した検体の回収と療養指導を行った。 

・ 休日、夜間に発熱患者を診療している休日救急診療所や夜間応急診療所で新型コロナ

が疑われた患者の検査を行った。また、日曜祝日や年末年始など、受診できる医療機関

が見つからない濃厚接触者や新型コロナ患者の診療や検査、投薬を実施した。並行して

陽性者の電話診療も実施した。 

 

実績 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

ＰＣＲ

検査数 

ドライブス

ルー形式 
４，４８２ ー ー ー ４，４８２ 

検査場形式 ３，６０９ ９，５２１ ７３６ ０ １３，８６６ 

プレハブ診療所にお

ける診療件数 
１０９ ３１９ ７７ ２ ５０７ 

休日診療所における

陽性率（％） 
１２．１ ４０．０ ６０．２ ３３．３ － 

 

成果と課題 

・ ドライブスルーＰＣＲ検査については、検査実施機関が少ない流行初期において全体の

２５％（令和２年９月時点）の検査を担うなど貴重な受け皿となった。一方で、自家用車に

よる来所が前提となるため対象者が限られることや、検体回収のため職員が各車両を

まわる必要があることから一度に案内できる人数に限りがあったが、検査場形式とする

ことにより、患者増加による検査数増大に対応することを可能とした。 
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・ プレハブ診療所については、日曜日、祝日に開所することで、受診できる医療機関が見

つかりにくい状況を改善した。一方で、感染が落ち着いている時期には、受診を希望す

る患者がいないため、当日に急遽開設を中止とすることがあり、当番の協力医師に負担

となった。 

・ 日曜日、祝日は、職員の配置人数も少なかった為、職員の業務負担とならないような体

制確保が必要であった。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （２）検査体制 

項目名 検査や入院に係る費用の公費負担 

担当課 医療政策課 

取組内容 

【医療機関との検査委託契約】（令和２年４月～令和５年５月） 

・ 医師の判断で行われるＰＣＲ検査等は、感染症法に基づく行政検査として取り扱うこと

になったことから、千葉市医師会や医療機関と検査委託契約を締結した。 

【医療機関が行う検査に係る患者自己負担分の支払】（令和２年４月～令和５年５月） 

・ 千葉市と検査の委託契約を締結した医療機関において、医師の判断により診療の一環

として行われたＰＣＲ検査・抗原検査の費用は公費負担医療制度が適用となるため、保

険適用後の患者負担分を公費負担した（令和５年５月７日実施分まで） 

【入院医療費に係る患者自己負担分の支払】（令和２年２月～令和５年５月） 

・ 感染症法に基づき、保健所が入院勧告を行った新型コロナウイルス感染症患者の入院

医療費は公費負担医療制度が適用となるため、保険適用後の患者負担分を公費負担し

た（令和５年５月までの支払いのうち、千葉市は令和５年４月３０日までの入院医療費を

負担。５月以降は千葉県が負担）。 

実績 

【医療機関との検査委託契約処理】 

・ 契約医療機関：３０３医療機関 

 

【医療機関が行う検査に係る患者自己負担分の支払】（単位：千円） 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

決算額 １９２，５６３ ８２９，１８８ ９３２，５７６ １０８，２１６ 

 

【入院医療費に係る患者自己負担分の支払】（単位：千円） 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

決算額 ８９，７７４ ３１３，９７４ ５４３，６７７ ２０５，０６８ 

※決算額には、検査費用、入院医療費の他に、審査機関への手数料を含む。 

※検査費用の費用負担は、国が１／２、市が１／２。 

 入院医療費の費用負担は、国が３／４、市が１／４。 

※Ｒ５の決算額はＲ５年９月末時点の金額。 

成果と課題 

・ 検査費用と入院医療費の支払については、感染のピークを迎える度に患者が大幅に増

加したため、予算が不足する際は補正予算を組むことで対応したところであり、財源の

確保が通年の課題であった。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （２）検査体制 

項目名 環境保健研究所における検査 

担当課 健康科学課 

取組内容 

【新型コロナウイルスＰＣＲ検査】（令和２年１月～令和５年５月） 

・ 令和２年１月、保健所感染症対策課から依頼を受け、新型コロナウイルスの行政検査を

開始し、同年１月３１日に市内初の陽性例を確定した。 

・ 令和２年７月より、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ Ｄｉｒｅｃｔ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ＲＴ－ｑＰＣＲ Ｋｉｔを導入

し、１日の検査可能検体数を検査開始当初の３２検体から３７６検体に引き上げた。 

【変異株スクリーニング検査】（令和３年２月～令和５年２月） 

・ ウイルスの感染性や抗原性の変化が懸念される変異株の早期探知を目的として、令和３

年２月からＮ５０１Ｙ変異（アルファ株）のスクリーニング検査を開始した。 

・ その後、Ｌ４５２Ｒ変異（デルタ株）、Ｇ３３９Ｄ・Ｔ５４７Ｋ変異（オミクロン株）のスクリーニン

グ検査を適宜実施した。 

【次世代シーケンサーによる全ゲノム解析】（令和４年４月～令和５年９月２６日現在） 

・ 厚生労働省から令和３年２月５日付で発出された通知を受け、陽性検体の５～１０％を対

象に、国立感染症研究所または千葉県衛生研究所に全ゲノム解析を依頼した。 

・ なお、令和４年４月からは、市内における新たな変異株の動向を把握するため、環境保

健研究所にて全ゲノム解析を実施している。 

 

実績 

【検査件数】 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 合計 

新型コロナ 

ウイルス 

ＰＣＲ検査 

検査数 ７８７ ２９，６１９ ２３，０２８ ８，１２９ ６３ ６１，６２６ 

陽性数 ９１ ２，８５１ ４，４２２ ３，４４３ ２０ １０，８２７ 

変異株 

スクリーニング 

検査数 
－ ３６３ １，９４８ ９３８ － ３，２４９ 

全ゲノム解析数※ － 
－ 

（   ５） 

－ 

（４７９） 

７５８ 

（   ０） 

１１５ 

（   ０） 

８７３ 

（４８４） 
 

※（ ）内の数値は、国立感染症研究所または千葉県衛生研究所に全ゲノム解析を依頼し

た検体数 
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成果と課題 

・ 令和２年３月末頃から休日を含め検査数が急増し、ウイルス検査担当職員（４名）のみで

は、新型コロナウイルスＰＣＲ検査への対応が困難となったことから、細菌検査担当職員

と理化学検査担当職員を日々のＰＣＲ検査と並行して育成し、ＰＣＲ検査の応援体制を整

備した。また、令和５年４月から検査員を増員し、ＰＣＲ検査の体制を強化した。 

・ 検査数の増加に対応するため、令和２年３月と同年８月にリアルタイムＰＣＲ装置を１台

ずつ増設した（合計２台の増設）。また、理化学検査担当職員（７名）を検査台帳への情報

入力や検査結果書作成などのＰＣＲ検査関連業務に割り振り、課全体で対応を行った。 

・ 次世代シーケンサーによる全ゲノム解析を可能とするため、令和３年１０月と令和４年１

月に国立感染症研究所主催の技術研修会に参加するとともに、解析に必要な器具や試

薬の準備を行った。令和４年３月に次世代シーケンサーを１台導入することによって、全

ゲノム解析体制の整備が完了し、現在も解析を継続している。 

・ 検査に必要な試薬や消耗品について、世界的な供給不足が生じたが、検査に支障が生

じないよう、通常使用している試薬や消耗品とは異なるメーカーの代替品で対応した。

また、他の地方衛生研究所（東京都）から試薬の貸与および国立感染症研究所から試薬

の配布を受けることで試薬と消耗品を切らすことなく検査に対応することができた。 

・ 地方衛生研究所は、特に健康危機発生初期において、地域の試験検査の中核としての

役割が求められている。この点に関して、民間検査機関によるＰＣＲ検査が立ち上がるま

での間は、環境保健研究所が市内のＰＣＲ検査を担うとともに、千葉大学附属病院にお

けるＰＣＲ検査の技術的な支援を行うなど、一定の役割を果たすことができた。 

・ 一方、感染拡大期においては、国内の新たな知見の収集や変異株の状況分析等を行う

など病原体の質的なサーベランス機能が求められていることから、日ごろからの調査研

究を通じた人材の育成が重要である。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （３）医療提供体制 

項目名 医療機関への支援（物的支援） 

担当課 防災対策課・医療政策課・感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【災害用備蓄品のマスクを提供】（令和２年２月～令和２年４月） 

 避難所備蓄品として整備していたマスク２９２，３５０枚を医療機関用、高齢者施設用と

して施設を所管している保健福祉局各課を経由して各施設へ提供した。 

【医療機関への抗原検査キット・ＣＯ２モニターの配付】（令和５年３月） 

・ 令和５年３月、新型コロナウイルス感染症の位置づけが５月８日から５類へ移行すること

に伴い、既存の発熱外来だけではなく、幅広い医療機関での発熱患者受け入れ及び医

療機関での感染リスク低減を目的とし、市内医療機関へ新型コロナウイルス抗原検査キ

ット（２５回分）及び二酸化炭素濃度測定器（１個）を配布した。 

【感染防護具の備蓄、配布】（令和２年４月～） 

・ コロナ対応初期のマスクの不足等に対応するため、令和２年４月から市内の医療機関を

対象に感染防護具の配布を開始した。 

・ 医療機関への配布は、原則感染症指定医療機関、検査のための検体採取を行う医療機

関、重症度が高い患者が入院する医療機関を対象に行った。（令和３年度で終了） 

・ 現在はクラスター発生施設指導の際、感染防護具が不足している施設に対し配布を行っ

ているほか、施設指導や患者搬送等で保健所職員が使用している。 

 

実績 

 

 

 

 

 

【避難所備蓄品のマスクを提供】 

年度 Ｒ２ 

医療機関・高齢者施設提供枚数 ２９２，３５０ 

 

【医療機関への抗原検査キット・ＣＯ２モニターの配付】 

・ 市内５００医療機関へ配布 

 

【感染防護具の備蓄量】（令和５年９月１日時点） 

品目 数量（個） 

サージカルマスク １０，０００ 

Ｎ９５マスク １１，７６０ 

ガウン １９，０００ 

フェイスシールド ５，２００ 

手袋 １２１，０００ 
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【配布実績】 

品目 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

サージカルマスク １５７，２００ ６００ １０，６００ 

Ｎ９５マスク １０，４４０ １４，７２０ ６，８７０ 

ガウン ９，９００ ９，０５０ ８，１４５ 

フェイスシールド １８，７００ ５，６００ ２，３１０ 

手袋 １５，９００ ７５，０００ ６１，８００ 
 

成果と課題 

・ マスクの急激な需要増に伴って発生していた医療従事者のマスク不足の改善を図った。 

・ 市医師会に協力を得て、同会に加入している市内医療機関すべて（病院を除く）に抗原

検査キット及び二酸化炭素濃度測定器を配布することにより、幅広い医療機関における

発熱患者の受け入れを促進することができた。 

・ 令和２年度までは感染防護具は生産・供給体制が整わず、必要な物品が手に入りにくか

ったため、小売店等から購入したもののほか、中国や民間企業からの寄附品を充ててい

たが、徐々に生産体制が増強され、加えて定期的に国による支給が行われるようになっ

たことで、必要な在庫を確保することが可能となり、配布数も減少していった。 

・ ５類移行の方針が明らかになった令和４年度末以降は、高齢者施設を中心に感染防護

具の譲渡を行った。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （３）医療提供体制 

項目名 医療機関への支援（支援金等） 

担当課 医療政策課 

取組内容 

【医療従事者等支援金】（令和２年７月） 

・ 新型コロナウイルスの感染症対策の最前線で昼夜を問わず、自分や家族への感染リスク

の不安を抱えながら業務を行い、日々奮闘されている医療従事者の方々に感謝の気持

ちを表し、その活動を支援するため、支援金の支給を開始した。 

（支給額） 

・ 新型コロナ感染患者の延べ入院日数やＰＣＲ検査用検体採取数に応じて定めた金額。 

（活用の例） 

・ 従事者への慰労金 

・ 家族への感染防止や仮眠等のための宿泊施設の利用 

・ 業務の合間の短時間に食事を取らざるを得ない従事者への飲食等の提供 

・ 従事者の心と体のケアに要する経費 

・ その他従事者の職場環境の改善・充実につながる経費 

【新型コロナウイルス感染症病床確保事業】（令和２年４月～令和３年３月） 

・ 令和２年４月、新型コロナウイルス感染症患者の受入及び診療業務に対する病床確保待

機料（病床１床当たり１日８万円）により、市内一般医療機関で病床確保を開始した。 

【千葉市ＰＣＲ検査等協力支援金】（令和２年８月～令和５年５月） 

・ 令和２年８月、より多くの診療所でＰＣＲ検査を実施できるようにするため、ＰＣＲ検査な

どを実施したことにより、新型コロナウイルス感染症に医師又は看護師が罹患し、概ね１

週間程度以上診療所の業務を休止した場合に、当該診療所の継続及び再開の準備のた

め、１診療所につき、１００万円を支給する制度を創設した。 

【千葉市新型コロナウイルス感染症回復後転院受入協力金】（令和３年１月～令和５年５月） 

・ 令和３年１月、新型コロナウイルス感染症受入医療機関の回復後患者の他院への転院を

進めるため、転院を受け入れた医療機関に対し、患者１人当たり２５万円の協力金を支

給することで、病床確保を開始した。 

【千葉市発熱等救急患者受入支援金】（令和３年１月～令和５年５月） 

・ 令和３年１月、新型コロナウイルス感染症の疑いがある発熱等救急患者の受入れを促進

するため、発熱等救急患者の受入れにより、医師又は看護師が新型コロナウイルス感染

症に罹患し２週間以上病棟を閉鎖し業務を休止した場合に、病院の継続・再開支援のた

め、閉鎖する病床１床当たり１００万円の支援金を支給する制度を創設した。 
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【千葉市発熱患者等診察協力支援金】（令和５年５月～令和５年９月） 

・ 令和５年５月、５類移行後の経過措置として、一定期間、市民が安心して診察を受けられ

るようにするため、診療所において新型コロナウイルスの感染疑いがある患者の診察を

実施したことにより医師又は看護師が新型コロナウイルスに感染症に罹患し診療所の業

務を原則５日間以上連続で休止した場合に、当該診療所の継続及び再開の準備のため、

１診療所当たり１００万円の支援金を支給する制度を創設した。 

【千葉市救急搬送受入支援金】（令和５年５月～令和５年９月） 

・ 令和５年５月、５類移行後の経過措置として、一定期間、搬送困難事案の改善を図り、市

民が安心できる救急医療体制を確保するため、新型コロナウイルス感染症に罹患又は疑

いがある患者の救急搬送を受け入れた病院及び有床診療所に対し、搬送の受入れ１人

当たり３万円の支援金を給付する制度を創設した。 

 

実績 

【医療従事者等支援金】 

 医療機関 

支給件数 ６３ 

 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

新型コロナウイルス

感染症病床確保事業 

延べ 

２，９８１床 

（４施設） 

― ― ― 

延べ 

２，９８１床 

（４施設） 

千葉市ＰＣＲ検査等

協力支援金 
０施設 ２施設 ２施設 ０施設 ４施設 

千葉市新型コロナウ

イルス感染症回復後

転院受入協力金 

２４人 

（１０施設） 

３１人 

（１０施設） 

１５人 

（７施設） 

０人 

（０施設） 

７０人 

（２７施設） 

千葉市発熱等救急患

者受入支援金 
― 

１３床 

（１施設） 

０床 

（０施設） 

０床 

（０施設） 

１３床 

（１施設） 

千葉市発熱患者等診

察協力支援金 
― ― ― ２施設 ２施設 

千葉市救急搬送受入

支援金 
― ― ― 

６５２人 

（２５施設） 

６５２人 

（２５施設） 
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成果と課題 

・ 全国的に医療機関や介護・障害者施設等でクラスターが発生し、各施設の従事者の負担

が大きくなっていたが、支援金を支給した医療機関からの活用報告書では、「従事者へ

の慰労金や職場環境の改善などに活用でき感謝している」というような声が多く寄せら

れたことから、当該支援金はコロナ対応業務に従事していただく方々への一助となった

と考える。 

・ 千葉市ＰＣＲ検査等協力支援金、千葉市発熱等救急患者受入支援金及び千葉市発熱患

者等診察協力支援金については、広く医療機関でＰＣＲ検査や診察、救急患者の受入れ

などが行われるようにすることを目的としており、支払実績によりその成果を示すこと

は難しいが、一定程度その目的に寄与したものと考えられる。 

・ 上記３事業については、医師等の新型コロナウイルス感染症への罹患が、検査や診察、

救急患者の受入れによるものであるかの見極めが困難であり、発生届や発熱外来指定

医療機関の状況、対象医療機関からの聞き取り等により調査する必要があった。 

・ 新型コロナウイルス感染症病床確保事業については、新型コロナウイルス感染症の流行

初期において、患者の治療に即応できるよう、予め一定数の病床を確保する必要があっ

たことから、国・県からの支援に先駆け、令和２年度当初から実施し、令和３年度も予算

措置したが、国や県によって医療機関への各種支援が整備されたことから、当該事業を

廃止した。 

・ 千葉市新型コロナウイルス感染症回復後転院受入協力金は、毎年度支給実績があり、継

続的に病床確保に寄与したものと考えられるが、病床が特に逼迫していない時でも逼迫

時と同様の協力金を受け取れるため、令和３年７月１日より、千葉保健医療圏が千葉県

新病床確保計画のフェーズ３以上となった場合に限定する見直しを行った。 

・ 千葉市救急搬送受入支援金の支給対象には、新型コロナウイルス感染症の５類移行前の

重点医療機関以外の医療機関も含まれており、これまでより多くの医療機関がコロナ患

者を受け入れることに一定程度寄与したものと考えられる。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （４）宿泊療養施設 

項目名 宿泊療養施設の開設・運営 

担当課 医療政策課、感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【バーディーホテル千葉】（令和２年４月～令和５年５月） 

所在地：千葉市中央区新千葉１‐６‐５ 

受入客室数（総客室数）：１２０室（１４０室）   駐車場：なし 

・ 感染症法に基づき、軽症者でもあっても原則入院の措置をとっていたが、重症者や重症

化リスクの高い方の病床確保が難しくなってきていたことから、限られた医療資源を有

効活用するため、令和２年４月にバーディーホテル千葉を軽症者向けの宿泊療養施設と

して運営を開始した。利用希望者は、当初は保健所からの健康観察での聞き取り時の申

請、後には市保健所から陽性者に送付するショートメッセージに記載している電話番号

へ電話で入所申請を行い、保健所において入所調整を行った。 

【グランパークホテルパネックス千葉】（令和３年９月～令和５年３月） 

所在地：千葉市若葉区殿台町１２３‐４ 

受入客室数（総客室数）：６７室（７２室）   駐車場：あり（４６台、バス２台） 

・ 令和３年９月、第５波の到来により、想定を超える感染者数となったことから、宿泊療養

施設１か所では対応が困難な状況となったため、グランパークホテルパネックス千葉を

新たな宿泊療養施設として運営を開始した。また、感染拡大により病床がひっ迫し、入

院待機せざるを得ない療養者の一時的な対処として、ホテル内に酸素ステーション５床

を整備した。 

【宿泊療養者の容体急変患者受入病床確保】（令和２年４月～令和５年３月） 

・ 令和２年４月、宿泊療養者の容体が悪化した場合に受け入れる病床を確保するため、病

床２床を確保する協定を千葉大学医学部附属病院と締結した。 

【宿泊療養施設への入所調整】（令和２年４月～令和５年５月） 

・ 令和２年４月、バーディーホテル千葉の開設に伴い、国や県で示された宿泊療養の入所

基準をもとに入所調整を開始した。 
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実績 

宿泊療養施設への入所者数 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５※ 計 

バーディーホテル ７４８ １，３６０ １，３７７ ５７ ３，５４２ 

グランパークホテル － ４１３ １，３２５ － １，７３８ 

計 ７４８ １，７７３ ２，７０２ ５７ ５，２８０ 

 

宿泊療養施設から千葉大学医学部附属病院へ搬送された件数 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５※ 計 

搬送件数 １３ ３２ ２ ０ ４７ 

※令和５年度は５月７日まで 

成果と課題 

・ 最初の宿泊療養施設の選定は、経済農政局から市内ホテルの情報を提供してもらい、施

設規模や設備、借り上げ可能期間、ゾーニングのしやすさ、ホテル側の協力体制などか

らバーディーホテル千葉を選定した。 

・ バーディーホテル千葉は、ＪＲ千葉駅前に位置しているため、退所後に公共交通機関での

帰宅がしやすく、利便性がよかった。また、フロアと客室が多かったため、フロアごとに

まとめて特別清掃を実施することができ、客室のコントロールがしやすかった。一方で、

ゾーニングの関係上、外階段の２階に療養者の入退所口を設けていたため、入退所時に

は階段を昇降する必要があり、高齢者や身体が不自由な方は入所が困難だった。また、

家族同室での入所を希望した場合は、２人部屋までしかないため、３人以上になるとグ

ランパークホテルパネックス千葉への入所を提案した。 

当該施設は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和５年５月８日

から５類に変更されることに伴い、５月７日をもって療養者の受け入れを終了した。 

・ ２棟目の宿泊療養施設の選定は、宿泊療養施設としての協力申出があった施設の中か

ら、一定程度の部屋数を確保でき、かつ、酸素ステーションに患者を搬送する救急車の

駐車が可能な施設という理由からグランパークホテルパネックス千葉を選定した。 

・ グランパークホテルパネックス千葉は、敷地内に駐車場があるため、自家用車での入退

所が可能という利点があった。また、療養者の食事はホテル内で調理しており、豊富な

メニューと美味しさで療養者から好評だった。 

当該施設は、宿泊療養者数が減り、バーディーホテル千葉の１棟体制で対応ができる状

況になったことから、令和５年２月１５日をもって療養者の受け入れを終了した。 

・ 両宿泊療養施設は、それぞれ立地や設備などに長所・短所があるため、患者の属性に合

わせた宿泊療養施設を提案した。 

・ 宿泊療養施設開設当初は、療養者の生活支援業務は、市の動員職員がホテルに常駐し

て行っていたが、市職員を本来業務に専念させるため、令和２年１２月からは人材派遣

会社に外部委託した。 
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・ 療養者の健康管理業務は、当初は市立病院から派遣された看護師が宿泊療養施設に常

駐して行っていたが、市立病院だけでは人員の確保が困難なため、令和２年５月中旬か

ら市内医療機関に委託し、委託先医療機関の看護師が常駐して行った。その後、市内医

療機関との契約継続が困難になり、令和２年８月からは医療人材を派遣する業者に委託

し、委託先の看護師が常駐して行った。また、令和３年１２月より、体調が悪化した場合は

オンコールで待機している医師による往診やオンライン診療を受けることができる体制

を整備した。 

・ 救急搬送が必要な場合の病床を確保するなど医療機関との連携も図ることで、療養者

に必要な医療を提供することができた。 

・ 各宿泊療養施設に酸素濃縮装置を配置し、血中酸素濃度が低下した療養者に医師や看

護師が酸素投与措置を行った。 

・ 宿泊療養施設への入所調整は、入院調整等も行っている班で担当していたため、業務集

中により、入所調整に時間を要していた時期があった。改善のため業務分担や人員確

保、ＩＣＴの活用等を実施した。 

・ 入所基準を満たさない宿泊療養希望者（高齢者や介助が必要な患者、重症化リスクを有

する患者）については、医師や看護師、生活支援員等が配置されている千葉県の臨時医

療施設に入所調整を実施した。これにより、入院適応ではないものの、身体状況や生活

環境等の理由で自宅療養に不安がある患者へも幅広く宿泊療養を提供することが可能

となった。 

・ 令和２年５月末までは療養期間解除の際に陰性化確認が必要であったため、療養者が

退所する際には千葉市医師会にＰＣＲ検査の協力を依頼した。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （５）自宅療養 

項目名 自宅療養者に対する物品支援 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【配食サービス】（令和２年１１月～令和５年５月） 

・ 令和２年１１月、自宅療養患者で、食事などを用意する協力者がいない場合に、本市が食

品を用意して療養者のもとに配送する配食サービスを開始。当初は通常食と病人食（主

食がおかゆ）の２種類であったが、その後病人食のみに変更した。 

・ 令和４年２月、電子申請システムにより配食サービスを受けられるようにした。 

・ 令和４年１１月、患者の療養期間が１０日間から７日間に短縮されたことに伴い、配食の

規格と個数を変更した（３日分／箱を２箱まで→５日分／箱を１箱まで）。 

【パルスオキシメーター貸出】（令和２年１２月～令和５年５月） 

・ 令和２年１２月、自宅療養患者の健康状態把握のため、血中酸素飽和度及び脈拍数の計

測機器であるパルスオキシメーターの貸出を開始した。 

・ 令和４年２月、配食サービスと同様に電子申請システムによる申込み受付を開始した。 

実績 

 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

配食サービス提供個数 ２３６ １４，３１９ ９３，８４７ ５９４ １０８，９９６ 

パルスオキシメーター貸出個数 ５７０ １８，０２４ ２９，３３６ ４６２ ４８，３９２ 

・  

成果と課題 

・ 配食サービスについては、外出が制限され買い物ができない中、当該サービスがあって

助かったという声をいただいている。一方で、配送した食品の中で療養中には食べにく

いもの、年齢を選ぶものがあるとのご意見や、物品の調達状況などから、随時、内容の

見直しや変更を行った。 

・ 感染者数が急増した際には、配達完了までに日数がかかることがあったが、配送の増便

や時間の延長、食品の調達と配送を一括して委託するなどして改善を図ることにより、

配達日数を短縮することができた。 

・ 事業終了後、余った食料はフードバンクちばへ寄付することで、フードロスを削減した。 

・ 事業終了後は、余剰となったパルスオキシメーターを医療機関や高齢者施設へ譲渡する

ことにより、有効活用につなげることができた。 

・ 両事業ともに、電子申請システムを活用し、申込み対応の事務負担を低減させること

で、業務効率の向上を図った。 

・ パルスオキシメーターの貸出については、新規購入機器のナンバリングや返却機器の消

毒と配布準備作業、返却が遅れている方への督促等、職員の事務負担が大きかった。 
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・ パルスオキシメーターの一部が未返却のままである件について、今後同様に貸出しを行

う際には、回収体制の整備や適切なタイミングでの返却の呼びかけ、紛失した場合のル

ールの明確化などを検討する必要があると思われた。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （５）自宅療養 

項目名 自宅療養者の健康観察 

担当課 医療政策課、感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【職員による健康観察】（令和２年４月～令和３年９月） 

・ 自宅療養者への健康観察は、当初保健所感染症対策課職員が行っていたが、患者数の

増加に伴い局内外の保健師や保健所各課職員の動員などにより行い、順次必要な人材

の投入を図るなどして、確実に健康観察が実施できるよう体制を整えた。 

【派遣看護師による健康観察】（令和３年１月～令和３年９月） 

・ 患者数が増加した第３波以降は、委託業者により派遣された看護師を活用するといった

対応を図ったが、患者数が急増した第５波においては、業務が追い付かず療養者への連

絡の遅れが見られたことから、局内外の保健師や保健所各課職員の追加動員を図り、通

常業務の合間に自宅療養者へ架電し、健康状態の確認を行った。以降、患者増に対応で

きる健康観察の外部委託化の検討が進められた。 

・ 対象者を漏れなく把握し、確実に健康観察を実施するため、健康観察用の患者カルテを

作成し記録することで、毎日の健康観察を見落とすことのないように努めた。 

【ＬＩＮＥによる健康観察】（令和３年２月～令和３年９月） 

・ 令和３年２月、自宅療養者に対して行う架電による健康観察に加え、ＬＩＮＥによる健康観

察を開始した。１日に２回、定時にＬＩＮＥで健康状態を確認。ＬＩＮＥを利用していない方に

は、ＡＩによる自動音声（ＬＩＮＥ ＡｉＣａｌｌ）で健康状態を確認した。 

【酸素濃縮装置の貸出】（令和３年８月～令和５年５月） 

・ 令和３年８月、自宅・宿泊療養者の血中酸素飽和度が低下した場合に、往診する医師等

が療養者に対して酸素投与処置を行うため、酸素濃縮装置の貸出を開始した。 

【健康観察センターの運営】（令和３年９月～令和５年５月） 

・ 令和３年９月、それまで保健所職員等が対応していた自宅療養者への健康観察・相談業

務について、新規感染者の増加に伴い業務量が増大したことから、自宅療養者の多数を

占める軽症から中等症Ｉ程度の患者の健康観察業務を外部委託し、健康観察センターと

して運用を開始した。 

・ 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＭｙＨＥＲ－ＳＹＳまたは自動

架電）の活用を開始し、架電と併用することで、日々の健康状態の把握に努めた。なお、

リスク因子を有する患者や正常値から外れた値の入力があった患者に対しては、必ず架

電での確認を実施した。 

【健康観察支援金】（令和４年１月～令和５年３月） 

・ 令和４年１月、保健所からの依頼により自宅療養者の健康観察をおこなった医療機関及

び訪問看護ステーションに対し、健康観察支援金の支給を開始した。 
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実績 

 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

ＬＩＮＥ健康観察 

利用登録者数 

 

１３０ １８０ － － ３１０ 

酸素濃縮装置リース 

確保台数  

（うち自宅療養者向け） 

（うち宿泊療養者向け） 

 

 

 

－ 

 

２４ 

（１３） 

（１１） 

 

２４ 

（１７） 

（７） 

 

１４ 

（１３） 

（１） 

 

６２ 

（４３） 

（１９） 

健康観察センター 

健康観察人数 ※ － ４１，８７３ １１６，２０７ ４６９ １５８，５４９ 

健康観察支援金 

支給件数 － ５ ０ － ５ 

※自宅療養者のほか、施設入居者や保健所にて重点フォローしていたハイリスク患者等も

含む。 

 

成果と課題 

・ 患者数の急増時は、最初の聞き取り調査対象者を重点化することで、重症化リスクの

高い患者へ早期に連絡できた。また、その他の患者についても、ＩＣＴ等を活用し、早

期に療養についての情報提供が実施できた。 

・ 健康観察は、保健師等専門職による架電にて対応したが、自宅療養者の病状を判断する

情報が電話聴取による情報のみのため、主観的な訴えも多く、症状の急変や異常時の判

断は困難を極めた。パルスオキシメーターの配布等により、血中酸素飽和度などの客観

的な情報を含めたアセスメントができるようになった。 

・ 毎日架電しても連絡がつかず体調等の確認ができない自宅療養者に対しては、単に連

絡がつかないだけなのか体調の悪化により対応できない状態なのか判断がつかないた

め、安否確認のため患者宅に訪問し、緊急時には消防や警察と連携して体調や状況を確

認した。体調が悪化している場合などは、受診や入院など必要な医療につなげることが

できた。 

・ ＬＩＮＥによる健康観察は、短時間で多くの療養者の健康状態を確認することができるた

め、健康観察業務の時間短縮につながった。一方で、療養者への初回登録の案内が煩雑

で職員の負担になっていたことが課題であり、令和３年９月に終了した。 

・ 酸素濃縮装置は、診療所や医療提供業務の委託業者に貸与し、往診する医師等が持参

することで、血中酸素飽和度が低下した療養者へ酸素投与措置を行うことができた。 
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・ 健康観察センターは、令和３年９月から健康観察業務を外部委託する形で設置され、専

任で自宅療養者の日々の健康状態を把握することにより、症状の悪化などの際には速

やかに診療につなげることを可能にするとともに、不安を抱える患者の相談先としての

役割を果たした。また、自宅療養者の相談窓口が一本化されたことで、健康・医療面だけ

でなく、生活上の相談（宿泊療養の希望や配食サービスに関する問い合わせ等）があっ

た際も、担当窓口と情報を共有するなどして、速やかに必要な支援につなぐことが可能

となった。 

・ 健康観察支援金は、感染拡大により保健所業務がひっ迫している状況で、かかりつけ医

等が自宅療養者のフォローアップをすることの必要性が高まっていたことから、事業を

開始したが、令和３年度は支給件数が５件、令和４年度が０件と実績が伸びなかったた

め、令和４年度末で事業を終了した。原因として、医師による健康観察が必要と判断した

療養者には、医療提供業務委託で医師による往診等を行っていたため、ほかの医療機

関へ健康観察を依頼するケースがほとんどなかったことが考えられる。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （５）自宅療養 

項目名 自宅療養者への医療提供 

担当課 医療政策課・感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【医療機関への往診・外来診療依頼】（令和２年４月～令和５年５月） 

・ 令和２年４月、往診や外来診療が可能な市内医療機関に対し、患者情報を共有し、自宅

療養者の対面診療を依頼する取り組みを開始した。 

【調剤及び服薬指導等に関する委託】（令和３年８月～令和５年３月） 

・ 令和３年８月、自宅療養者へ安定的に医薬品を供給することを目的に、自宅療養者へ調

剤及び服薬指導等を実施した薬局に対し、手数料を支払う事業を開始した。薬局からの

報告の取りまとめ業務等は千葉市薬剤師会に委託した。 

【医療提供業務委託】（令和３年１２月～令和５年５月） 

・ 令和３年１２月、自宅・宿泊療養者の体調が悪化し、医療提供が必要となった場合に、保

健所からの要請により医師の往診又はオンライン診療をする体制を外部委託した。 

実績 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

調剤及び服薬指導 

調剤件数 

協力薬局数（延べ） － 

４，４９３ 

２６４ 

４６，０３４ 

１，１９３ － 

５０，５２７ 

１，４５７ 

医療提供業務 

提供件数 

（うち自宅療養者） 

（うち宿泊療養者） 

 

 

－ 

４２１ 

（４１３） 

（８） 

２，６１４ 

（２，５３３） 

（８１） 

５１ 

（４９） 

（２） 

３，０８６ 

（２，９９５） 

（９１） 
 

成果と課題 

・ 第３波以降、自宅または宿泊療養施設での療養者の割合が増えることとなったが、陽性

者外来やオンライン診療の提供体制が十分ではなく、軽症者を診療につなげることが困

難となる時期もあった。令和３年１２月に医療提供業務委託を開始したことで、２４時間

体制で療養者の診療を行うことが可能となった。 

また、病床がひっ迫している状況においては、医師が入院の必要性を判断する機会とし

ても活用された。 

・ 調剤及び服薬指導等に関する委託は、事業開始当初は月ごとの協力薬局数が５０件に

満たなかったが、事業後半は協力薬局数が１００件を超える月があった。多くの薬局が自

宅療養者への調剤等を実施するようになり、自宅療養者への医薬品の安定的な供給に

寄与したと考える。当該事業は、事業目的を達成したと判断し、令和４年度末に事業を終

了した。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （６）市立病院 

項目名 市立病院における診療・入院 

担当課 青葉病院、海浜病院 

取組内容 

【感染症患者の入院受入れ】（令和２年４月～令和５年５月） 

（青葉病院） 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大前から専門外来の体制を整えＰＣＲ検査を開始するとと

もに、陽性患者用の受入病床を最大３６床、疑い患者用の受入病床を最大６床確保し

た。 

・ また、重症患者を含め、可能な限り幅広く受け入れられるよう、必要な施設整備や機器

の導入（ＥＣＭＯや人工呼吸器等、発熱者用屋外テント設置等）とともに流動的な人員配

置を行うことなどにより診療体制も整備しつつ、一般患者の入院診療制限及び院内の

感染対策の徹底を図りながら、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、これま

で陽性患者を約１，４００人、疑いを含めると２，５００人超を受入れ、地域医療を支える

市立病院として期待される役割を果たしてきた（Ｒ５年５月８日時点）。 

（海浜病院） 

・ 海浜病院は、感染症指定医療機関ではないものの、令和２年４月の感染拡大当初（第一

波）から、県や市保健所等の要請により、陽性者が発生した保育園や小中学校の園児や

生徒に対してドライブスルー方式による集団ＰＣＲ検体採取の実施や、市が設置した宿

泊療養施設への看護師派遣など積極的に協力した。 

・ 同年７月に県から新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受け、入院病棟にお

いては感染患者と一般患者のゾーニングを徹底し、流行状況に応じて成人・小児合わせ

て最大３１床までの受入病床を確保し、基礎疾患や障害を有し、重症化した高齢者、ハイ

リスクの成人や小児に加え、陽性判定された妊婦の出産および感染した新生児の受け入

れにも積極的かつ柔軟に対応するなど、地域周産期母子医療センター並びに地域小児

科センターとしての使命と役割についても十分に果たすことができた。 

・ 発熱外来については、当初は院内の外来待ち合いにパーティションなどで隔離スペース

を設置し診療していたが、受診患者数の増加と感染防止対策の徹底の必要性から、院外

の駐車場にユニットハウス（プレハブ）を新たに設置し、これを発熱外来として診療を実

施した。また、救急外来入口前にて保健所等からの依頼によるＰＣＲ検体採取を随時実

施した。 

・ 流行がピークとなった令和３年度は重症患者の入院が増加し、ＩＣＵでは最大６床まで拡

大し、可能な限り幅広く重症患者を受け入れできるよう、ＥＣＭＯや人工呼吸器などの機

器を整備し、一般病棟からの看護師の流動的な人員配置を行うなどにより乗り切ること

ができた。当時は県調整本部からの要請により、医療提供体制がひっ迫していた東葛地

域からの受け入れ先の見つからない患者の受け入れにも積極的に協力した。 
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実績 

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ数】 

 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計 

青葉病院 ７ ５９０ ３８３ ３７５ ９ １，３６４ 

海浜病院 ０ ２１４ ２８２ ２６４ １０ ７７０ 

計 ７ ８０４ ６６５ ６３９ １９ ２，１３４ 

※Ｒ１は、令和２年２月から３月、Ｒ５は、令和５年５月８日まで 

 

 

成果と課題 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大前から早期に診療体制の整備に取り掛かり、入院を必要

とする中等症Ⅱから重症患者を非常に多く受け入れることができた。 

・ 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、潜在的なマンパワー不足が明らかに

なった。過酷な労働環境のもと職員は疲弊し、退職が続出、後に看護師不足による病棟

閉鎖に至った。今後新たに発生する新興感染症にも十分対応できるよう、病院現場にお

ける生産性の向上や、人材の確保と育成が必要と考えられる。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類相当移行後も、入院受け入れ

を引き続き実施している。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７）保健所の体制 

項目名 保健所機能の強化 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【保健所体制の変遷】 

・ 新型コロナウイルス感染症への対応のため、保健所感染症対策課内に新型コロナウイル

ス対策室を設置し、局内の流動配置や他局からの動員により業務を行った。 

・ 新型コロナウイルス対策室は、市民対応班、帰国者接触者外来受診調整班、患者調査・調

整班、検体搬送班、事務処理班、千葉市帰国者接触者相談センター兼市民相談窓口で構

成した。（令和２年４月時点） 

・ 患者数の増加や新たに発生する業務に効率的に対応するため、業務委託や人材派遣の

活用を推進し、適宜体制を変更しながら業務を行った（委託内容と開始時期は別表参

照）。 

・ 令和２年１月に市内初の患者が発生し、市民からの問い合わせ数や受診相談数の増加が

見込まれることから、２４時間３６５日対応できるよう相談体制を整備した。夜間につい

ては保健所次長、感染症対策課管理職が輪番で常時携帯電話を所持することにより対

応した。（令和２年４月から、夜間対応専任の派遣看護師を配置したが、そのフォローアッ

プのため、職員による輪番制は引き続き行われた。） 

・ 患者数が急増した第３波（令和３年１月）を契機とし、担当管理職による夜間当直体制を

構築し、感染拡大時には市消防局と夜間当直を行い、共同で入院や受診、搬送の調整等

の対応を行った。また、令和３年４月からは、保健所内各課管理職も含め最大１１名で対

応することとした。 

・ 令和４年度から正式に組織として、事務処理班、市民対応班、医療調整班、疫学調査班、

患者・検体搬送班、健康観察センター、新型コロナウイルス感染症相談センターの体制と

なり、感染症法上の位置づけが５類に移行するまでの間、この体制で業務が行われた。 

・ 令和５年４月１日時点の職員数は１２４人で市職員（医師、保健師、獣医師、薬剤師、事務）

のほか、委託先から派遣された職員が従事していた。 

・ 委託していた業務のうち、新型コロナウイルス感染症相談センターは５類移行後も引き

続き患者からの受診相談等に対応するため業務委託を継続していた（令和６年３月で終

了。その他の業務は５類移行をもって業務および業務委託を終了した。 
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実績 

【主な業務委託（※１）と委託開始時期】 

委託内容 職種 人数（※２） 委託開始時期 

新型コロナウイルス感染症

相談センター人材派遣 

事務・看護師 ３人 令和２年４月１日 

夜間相談窓口人材派遣 看護師 ２人 令和２年４月２７日 

市民対応業務人材派遣 看護師 ２人 令和２年７月１日 

患者等調査・調整人材派遣 保健師・看護師 ６人 令和２年１１月４日 

自宅等待機者等への健康

観察業務人材派遣 

看護師 ５人 令和３年１月２１日 

事務処理業務人材派遣 事務 ６人 令和２年７月３０日 

検体配送 運転者 ４人 令和２年４月１５日 

患者搬送 救急救命士・ 

運転者 

３人 令和２年８月１日 

※１：新型コロナウイルス対策室に常駐して業務を行ったものについて記載。このほかに、

健康観察センターの運営や配食サービスの提供などを外部委託している。 

※２：委託開始当初の人数 

成果と課題 

・ 局内外からの職員の動員について、保健所内各課からの応援職員は１～数か月程度とし

ていたものの、他課からの応援職員の派遣は、当初は期間が短く、業務を覚えた頃には

元課に戻ってしまう状態であったが、次第に派遣期間が長くなることにより、業務引継

ぎの頻度を少なくすることができた。 

・ 人材派遣や業務委託の活用を推進することで、市職員だけでは難しい業務過多への対

応を行うことができた。 

・ 夜間対応については、特に感染拡大期においては、救急要請者の増加に加え、病床のひ

っ迫も重なり、保健所の夜間当直だけでは医学的判断も含めた救急搬送先の調整は困

難を極めた。最終的には、千葉県医療調整センターに医療調整業務を委託したことによ

り、医師判断に基づく医療調整を行うことができた。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７）保健所の体制 

項目名 感染症患者の搬送・移送協力 

担当課 消防局救急課 

取組内容 

【感染症患者の搬送・移送協力】（令和３年１月～令和５年１月） 

・ 当市の救急医療提供体制は逼迫し、救急業務においても令和３年１月において、医療機

関への平均照会回数が２．４７回と厳しい状況であった（平成３０年中：１．８６回）。 

このことを、新型コロナウイルス感染症患者を含むあらゆる傷病者の救命に大きく影響

を与える状況と捉え、救急隊員と市保健所の情報共有の迅速化、傷病者搬送の円滑化

等を図ることを目的とし、消防局から当市保健所へ調整員を派遣した。 

実績 

【取扱い事案数】 

期間 
調整員取扱い事案件数（件） 

陽性者 濃厚接触者 疑い患者 対象外※ 計 

Ｒ３．１．１８～

Ｒ３．４．７ 
１６０ １５ ５ ５６ ２３６ 

Ｒ３．８．２～ 

Ｒ３．９．２４ 
３２２ ２６ １３ １９ ３８０ 

Ｒ４．１．２９～

Ｒ４．３．２２ 
１２８ １１ ２ １３ １５４ 

Ｒ４．７．１９～

Ｒ４．９．１２ 
３０８ ３４ ６ ９７ ４４５ 

Ｒ４．１１．２１～

Ｒ５．１．３０ 
２３８ ０ １ ７７ ３１６ 

 

 ※対象外…保健所が関与できない傷病者（通常の救急対応の傷病者） 

 

成果と課題 

・ 調整員が救急隊と保健所とを仲介することで、情報共有がより綿密かつ円滑になり、負

担軽減が図られた。 

・ 特異な事案に対して、消防と保健所がリアルタイムに共同して対応することができた。 

・ 業務が特殊なため、派遣する人員が限られた（救急救命士に限定）。 

 

 

 

 



 

43 

節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７）保健所の体制 

項目名 患者情報の管理 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室）・医療政策課 

取組内容 

【患者情報の登録・情報管理】（令和２年１月～令和５年５月） 

・ 当初は医療機関からＦＡＸで送られた発生届の情報を、職員がエクセルや独自システム

に入力して管理していた。 

・ 患者情報の登録作業は、当初感染症対策課職員が行っていたが、患者数の増加に伴い

業務量も著しく増加したため、保健所職員の動員、局内外の職員の動員、事務処理人材

派遣委託、データ入力業務委託と、順次必要な人材の投入や外部委託の活用などにより

対応を図った。 

・ 保健所等の業務負担軽減及び、保健所・医療機関間の情報共有・把握の迅速化を図るた

め、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム（以下「ＨＥＲ－ＳＹＳ」）が導

入された。 

・ 発生届の入力や患者情報の管理は、ＨＥＲ－ＳＹＳが導入以降も第５波まで、主にＬＧＷＡ

Ｎで提供される自治体職員専用ＳＮＳである「じちのわ」を利用してきたが、第６波以降

はＨＥＲ－ＳＹＳにより行われるようになった。 

・ ＨＥＲ－ＳＹＳの導入により、医療機関から提出される発生届の半数はＨＥＲ－ＳＹＳで報

告が行われるようになったが、残りはＦＡＸのままであったため、引き続き保健所職員に

よるＨＥＲ－ＳＹＳへの代行入力が必要であった。 

・ ＨＥＲ－ＳＹＳに入力し登録された情報に対しては、入力内容の確認のほか、患者ステー

タスの変更や健康観察期間の設定作業などを行った。 

・ 患者の増加に対応するため、事務処理委託に加えて発生届情報の入力に特化した委託

を開始した。（入力業務委託実施期間：令和４年５月１２日～令和５年３月１９日） 

・ 発生届の件数が最多（令和４年８月：４６，００５件／月）となった時期は、入力業務委託を

２４時間対応可能な体制とした。（２４時間対応期間：令和４年８月１日～９月２５日） 

・ 発生届の受付は令和５年５月７日に診断を受けた患者を最後に終了した。 

 

【ＨＥＲ－ＳＹＳのユーザー管理】（令和２年７月～令和５年５月） 

・ ＨＥＲ－ＳＹＳの利用に当たり、利用希望医療機関等に対し、アカウント発行を行った。 
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実績 

【患者情報登録件数】（令和２年１月～令和５年５月７日診断分） 

患者情報登録件数 ２７０，２２０ 

うち、発生届対象者数 １９６，８６８ 

うち、発生届対象外者数 ７３，３５２ 

 

【事務処理委託】 

年度 契約期間 従事者数（委託先） 

Ｒ２ ７月３０日～３月３１日 ６名（アデコ株式会社） 

Ｒ３ ４月１日～３月３１日 ７名（パーソルテンプスタッフ株式会社） 

Ｒ４ 
４月１日～３月３１日 ７名（株式会社コスモス） 

４月１１日～９月３０日 １０名（パーソルテンプスタッフ株式会社） 

Ｒ５ ４月１日～５月７日 １５名（株式会社ヒューマントラスト） 

 

【発生届入力業務委託】 

年度 契約期間 従事者数（委託先） 

Ｒ４ ５月１２日～３月１９日 ４７名（株式会社電通東日本） 

※従事者数はいずれも委託開始時のもの 

 

【ＨＥＲ－ＳＹＳアカウント発行医療機関数】  

２５０医療機関 

 

成果と課題 

・ 導入当初のＨＥＲ－ＳＹＳは、患者調査に必要な項目が不足しているなど、使い勝手に課

題があったため、各担当がエクセルなどで独自に患者情報を管理する必要があった。 

・ 患者数に応じて作業量が大きく左右されるが、応援職員の動員調整には時間と労力を

要するため、柔軟に対応できる外部委託の早期導入が望まれる。 

・ ＨＥＲ－ＳＹＳ導入後も、医療機関から提出される発生届の半数はＦＡＸにより提出されて

いたが、ＦＡＸによる届出は不備があるものも多く、入力作業のほか情報の確認・修正作

業に多くの労力を費やし、疫学調査や健康観察へ引き継ぐまでに時間を要した。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７） 保健所の体制 

項目名 積極的疫学調査 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【陽性患者への聞き取り】（令和２年１月～令和５年５月） 

 発生届をもとに、陽性患者に対して、容態や発症日、行動歴、家族情報などを聞き取

り、患者情報の収集と整理を行った。また、必要に応じて、濃厚接触者や所属先等に

対しても調査を実施した。 

 聞き取り調査の結果をもとに、療養中の過ごし方や健康観察方法について案内し、必

要に応じてパルスオキシメーター・配食サービスを手配した。また、医療提供が必要と

思われる患者や宿泊療養施設の入所希望者については、担当者に速やかに引継ぎを

行った。 

 流行期などの患者急増時には、迅速に調査が行えるよう、対応職員の増員や聞き取

り内容の重点化などに取り組んだ。 

 令和４年１月以降のオミクロン株の流行に伴い無症状・軽症の患者が非常に多く発生

した。そのため重症化リスクの高い陽性患者を優先して調査を行い、確実な患者調

査、療養調整に努めた。 

 軽症者については、ＳＭＳやＨＥＲ－ＳＹＳを活用し、健康観察センターでの相談対応等

の療養支援を実施した。 

 連絡がつかない患者には、複数回架電や届出医療機関への確認を実施した。現状の

確認が困難な患者に対しては自宅への安否確認の訪問等を行った。 

実績 

【架電対象者数等】 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

架電対象者数 ３ ５，２４３ ３８，０５４ ４１，００４ ５４８ 

安否確認実施数 ０ ４ ２９ １４６ ２ 

※令和５年度は５月７日まで 

成果と課題 

 患者数の急増時は、調査対象者を重点化することで、重症化リスクの高い患者へ早

期に連絡できた。また、その他の患者についても、ＩＣＴ等を活用し、早期に療養につ

いての情報提供が実施できた。 

 連絡がつかない際の安否確認訪問から、医療提供につながった案件もあった。 

 患者数の増減が大きく、必要職員数の予測が困難であった。 

 人材派遣の活用により、患者数に応じた職員数の調整が可能となった。また、患者急

増時は上記に加えて、庁内に職員の派遣を要請し、対応職員を確保することに努め

た。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７）保健所の体制 

項目名 入院調整 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【入院調整】（令和２年１月～令和５年５月） 

・ 聞き取り調査や自宅療養中の健康観察における確認で入院が必要な陽性者の入院調整

を行った。 

・ 自宅療養者が救急要請した際に市消防局と連携して入院調整を実施した。 

・ 令和５年１月、医療調整業務を外部委託化した。 

委託先：千葉県医療調整センター 

※千葉県医療調整センターは、令和４年１２月に千葉県が設置した機関で、専任医師を配

置した委託業者が陽性患者の入院調整・受診調整等の業務を実施する。 

実績 

【千葉市保健所での入院調整数】 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

入院勧告数 

（ａ） 
１，６９３ ２，２１７ ４，３５５ ９５ 

発生届出時点

で入院中（ｂ） 
１９０ ６９７ ３，４０５ ７４ 

入院調整数 

（ａ－ｂ） 
１，５０３ １，５２０ ９５０ ２１ 

 

【千葉県医療調整センターへの依頼件数】 

・ 入院適応と判断された患者の入院調整のほか、妊婦や透析患者などのハイリスク患者の

健康観察について依頼 

年度 Ｒ４ Ｒ５ 計 

依頼件数 １５８ ５３ ２１１ 
 

成果と課題 

・ コロナ病床を有する医療機関に対し、毎日、空き病床数や退院状況等の確認を行い、情

報共有をすることで、入院調整の効率化を図った。 

・ 第５波では、若年・中年層の重症化に加え、著名人の死亡等による不安から救急要請を

する軽症者が増加したこと、第６波以降では、院内発生や高齢者施設クラスター等の影

響で、受け入れ可能病床数が限られたことや、回復期患者の受け入れ調整が難航し、病

床回転率が上がらないといったことが、入院調整における課題として生じた。 
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・ 救急要請があった陽性者の健康状態などの情報を市消防局と共有することで、医療機

関との調整時に、正確な患者情報（病態や基礎疾患、基本情報など）を提供することがで

きた。 

一方で、疑い患者や濃厚接触者の場合、保健所による入院調整の対象外となるため、搬

送調整が難航することがあった。 

・ 千葉県医療調整センターへ医療調整業務を委託したことにより、医師判断に基づいた医

療調整の強化につながった。 

・ 本来２類相当感染症の入院は、病状により是非を判断するものではなく感染症のまん延

を防止することが目的であるため、入院調整に医療的判断が必要となった段階で、通常

行われている医療機関間の連携と医学的な判断による受診・入院調整を行う体制が望

まれる。 

・ 積極的疫学調査で患者が追えなくなった「感染期」は、市行動計画では「帰国者接触者外

来、感染症法に基づく患者の入院措置を中止し、原則として一般の医療機関において患

者の診察を行う」、「入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者に対しては在宅で

の療養を要請する」とされているが、新型コロナウイルス感染症対応では、感染症法に基

づく入院措置を継続し、一般医療への移行がされなかった。重症度や入院の必要性の判

断は医学的見地に基づき臨床医が行うことが適切と考える。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７）保健所の体制 

項目名 療養期間証明書の発行 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【療養期間証明書の発行】（令和４年２月～） 

・ 医療機関から新型コロナウイルス感染症の発生届が提出された方について、患者からの

申請を受けて療養期間証明書を発行した。 

・ 証明書の発行申請の多くは、医療保険に加入している方が、新型コロナウイルスに感染

した場合に支払われる入院給付金の請求手続きに使う目的で行われた。 

・ 当初は発生届対象者に発行していた就業制限通知書（療養開始日を記載）に加えて、申

請があった方に就業制限終了確認通知書（療養終了日を記載）を発行し、ふたつの書類

によって療養期間の証明を行っていた。 

・ 令和４年１月に国の事務連絡で就業制限通知書の発行を省略できる取扱いが示され、

千葉市でも就業制限通知書の発行を取りやめたことに伴い、就業制限終了確認通知書

だけでは療養期間が証明できなくなることから、就業制限終了確認通知書の内容を改

め、療養期間証明書（療養期間の開始日と終了日を記載）として発行することとし、令和

４年２月１２日から申請受付を開始した。 

実績 

療養期間証明書等発行状況                              （単位：件） 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

就業制限終了確認通知書発行数 ７，６４６ ‐ ‐ 

療養期間証明書発行数 ２，５１５ ３７，６８６ ７０７ 

（Ｒ６．２．２９現在） 

※発生届対象者１９６，８６８件のうち、療養期間を証明する書類（就業制限終了確認通

知書・療養期間証明書）を発行したのは４８，５５４件（発生届対象者の２４．７％） ・  

成果と課題 

・ 令和３年９月６日から、電子申請システムの利用を開始して、申込受付にかかる事務負担

の軽減を図った。 

・ 患者数の増加に伴い、申請から療養期間証明書の発行まで最大で２か月程を要してい

たが、発生届情報と申請情報の照合作業を効率化するプログラムを作成することで、発

行までの作業時間短縮を図り、申請から２週間以内で発行できるようになった。 

・ 令和４年９月２６日の発生届対象者の見直し以降、発生届対象者は陽性者全体の２割程

度となり療養期間証明書の申請者数も減少した。 

・ 千葉県は令和５年５月末日に証明書の申請受付を終了したが、千葉市は療養期間証明

書の申請受付及び発行を継続している。 
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節 １ 医療提供体制と感染拡大防止対策 

細節 （７）保健所の体制 

項目名 新型コロナ対策方針に係る国の動向と市の対応 

担当課 感染症対策課（新型コロナウイルス対策室） 

取組内容 

【療養期間の見直し】 

・ 感染状況の変化などに伴い、適宜見直しが行われた。 

・ 令和５年５月７日までは感染症法に基づく外出自粛が求められていたが、令和５年５月８

日の５類移行後、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられた。 

〇療養期間の推移（自宅療養及び宿泊療養の場合） 

 有症状の場合 無症状の場合 

令和２年６月１１日以前 
発症日から１４日間経過し、

かつ症状軽快後７２時間 
検体採取日から１４日間 

令和２年６月１２日から 

令和４年１月２７日まで 

発症日から１０日間経過し、

かつ症状軽快後７２時間 
検体採取日から１０日間 

令和４年１月２８日から 

令和４年９月６日まで 

発症日から１０日間経過し、

かつ症状軽快後７２時間 
検体採取日から７日間 

令和４年９月７日から 

令和５年５月７日まで 

発症日から７日間経過し、

かつ症状軽快後２４時間 
検体採取日から７日間 

令和５年５月８日以降 

発症日から５日間 

（外出を控えることが推奨

される期間） 

検体採取日から５日間 

（外出を控えることが推奨

される期間） 

 

【発生届全数報告の見直し（R４.９.26～）】 

・ 発生届による報告対象者を４類型（①６５歳以上の方・②重症化リスク有、かつコロナ治

療薬投与必要又は新たに酸素投与必要な方・③妊娠されている方・④入院を要する方）

に該当する方に限定した。 

・ 第７波（R4.８）は陽性者全員にあたる 46,005 名の報告があったのに対し、見直し後

の第８波（R4.１２）は 32,371 名の陽性者（県陽性者登録センターの登録数を含む）に

対し 5,622名の報告となった。 

・ 発生届対象者に限定して実施する事務（療養期間証明書発行）の対象者は減少したが、

配食サービス・パルスオキシメーター貸出などの業務は発生届対象外の方に対しても継

続して実施した。 
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【新型コロナウイルス感染症５類移行（R5.5.8～）】 

・ 発生届による陽性者の報告受付を終了した。 

・ 療養期間証明書発行及び相談センターを除き、コロナ患者に対し行っていた業務（配食

サービス等）は原則終了した。 

・ 療養期間証明書の発行は、５類移行前の発生届対象者からの申請に限り受付を行って

いる。 

 

 

実績 

 

 

主な業務 全数報告 

見直し前 

全数報告見直し後 

（R4.9.26～） 

5類移行後 

（R5.5.8～） 

配食・パルス貸出 

・宿泊療養 

〇 〇 × 

入院勧告・公費決定 

（入院患者が対象） 

〇 〇 △ ※５類移行前に遡及

して発生届が提出され

た入院患者に限り実施 

療養期間証明書発行 〇 △ ※発生届対象者か

らの申請に限り実施 

△ ※5類移行前の発

生届対象者からの申請

に限り実施 

〇：陽性者に実施 △：一部実施 ×：終了 

 

成果と課題 

・ 発生届は本来、患者を特定し入院による隔離措置を取ることで感染症のまん延防止を

図ることを目的として提出されるものであるが、患者数の増加に伴い、ほとんどの患者

が自宅で療養し、療養終了も本人の判断に委ねられることとなった。パンデミック初期

段階での入院隔離による感染拡大防止や感染症のまん延防止などの発生届本来の意義

は希薄になっていた。 

・ 全数報告の見直しにより、発生届受付に要する時間が短縮され、重症化リスクの高い患

者への初動が迅速に行えるようになった。 

・ 電子申請の導入や、ＨＥＲ－ＳＹＳに療養証明書を表示する機能が付加されたことによ

り、療養証明を必要とする方の手間と証明書発行までの待ち時間が軽減された。 

・ 現在も医療機関等から５類移行前に遡って発生届の提出が行われることがあるため、発

生届に付随する入院勧告・公費決定事務終了の目途はたっていない。 

 

 


